
平日夜間開庁・土曜日開庁について変更があります。

日頃からハローワークをご利用いただきありがとうございます。 

ハローワーク松本では、現在、毎週木曜日（17 時 15 分～19 時 00 分）

と毎月第２土曜日（10 時～17 時）に開庁延長していますが、10 月か

ら以下のとおり開庁延長日を 追加・拡大 させていただき、更なる利

用者サービスに努めてまいります。 

〇施設名 

ハローワーク松本

松本市庄内３－６－２１  TEL 0263－27－0111 

〇変更日 

令和５年１０月１日から 

〇変更後の開庁延長 

・平日夜間開庁：毎週 火・木曜日（17:15～19:00）

・土 曜 日 開 庁：毎月 第２・４土曜日（10:00～17:00）

 業務内容につきましては、在職求職者など平日日中にハローワークを利用
できない方を中心に、求人検索、職業相談、職業紹介のみに限らせていただ
きます。 
ご利用の皆様には、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

長野労働局・ハローワーク 


